






相続財産種類別の財産価額の推移（構成比）
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地価公示価格指数(58年＝100)と相続税の主な改正
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全国・全用途

（昭和63年度抜本改正）
基礎控除
・  定額控除　　　　　　　　4,000万円
・  法定相続人数比例控除:
   　　　　800万円×法定相続人の数
税率
・　13段階(最高税率:70%  ５億円超)

小規模宅地等の特例[減額割合]
 　事業用  60%　　   居住用　50%

（平成4年度改正）
基礎控除
・  定額控除　　　　　　　　　4,800万円
・  法定相続人数比例控除:
   　　　　　950万円×法定相続人の数
税率
・  13段階(最高税率:70%  10億円超)

小規模宅地等の特例[減額割合]
    事業用  70%　　   居住用　60%

（平成6年度改正）
基礎控除
・  定額控除　　　　　　　　　5,000万円
・  法定相続人数比例控除:
   　　　　1,000万円×法定相続人の数
税率
・  ９段階（最高税率：70%  20億円超)

小規模宅地等の特例[減額割合]
   事業用  80%　　   居住用　80%

（抜本改正前）
基礎控除
・  定額控除　　　　　　　　2,000万円
・  法定相続人数比例控除
   　　　　400万円×法定相続人の数
税率
・　14段階（最高税率：75%  ５億円超）

小規模宅地等の特例[減額割合]
   事業用  40%　　   居住用　30%

(注)  小規模宅地等の特例の減額割合は、居住又は事業を継続する場合である。



 
中小企業の事業承継に関連する最近の主な改正 

 
 

平成４年度・６年度 

○ 小規模宅地等の課税の特例について、土地等の価額の減額割合の拡大 

（４年度改正）  （６年度改正） 
事業用宅地（事業継続の場合）：６０％   →   ７０％   →   ８０％ 
居住用宅地（居住継続の場合）：５０％   →   ６０％   →   ８０％ 

＊適用対象面積はいずれも２００㎡まで 
 

平成１１年度 

○ 小規模宅地等の課税の特例について、事業用宅地（事業継続の場合）に係る特例の適用対象面積の拡大 
２００㎡  →  ３３０㎡ 

○ 相続税等の利子税の割合の特例制度の創設 
    利子税の割合を公定歩合に連動させる特例を創設し、相続税等の利子税を軽減 
 

平成１２年度 

○ 相続税の延納の利子税の軽減 

○ 取引相場のない株式の評価方法の適正化（通達改正） 
類似業種比準方式による評価方法について、各比準要素のうち利益金額に比重を置いた方法とする 
中会社及び小会社の株式について評価の安全性に対する斟酌の見直し             等 

 
平成１３年度 
 ○ 小規模宅地等の課税の特例について、事業用宅地（事業継続の場合）に係る特例の適用対象面積 

の拡大 
   ３３０㎡   →   ４００㎡ 



事業を継続せず ５０％ ２００㎡まで

居住を継続せず ５０％ ２００㎡まで

（注）　小規模宅地等が事業用宅地（事業を継続）とそれ以外のものとがある場合等には、適用対象面積の調整がある。

小規模宅地等の相続税の課税の特例の概要

不動産貸付、駐車場等

に利用されている宅地
５０％ ２００㎡まで

事業用宅地

事業を継続 ８０％

居住用宅地

居住を継続 ８０％

土地等の価額の減額割合 適用対象面積(注)

２４０㎡まで

４００㎡まで

内　　容
区　　分





○ 相続税等の利子税の割合の特例制度の創設 ○ 相続税の延納の利子税の軽減

 　・  利子税の割合を公定歩合に連動させる特例を創設し、  　・  課税財産に不動産や同族会社等の占める割合

 　 相続税等の利子税を軽減  　 　が高い納税者を中心に、相続税の延納の利子税

 　 　を大幅に引き下げ、負担を軽減

〔平成１２年度改正〕

＜平成12年４月～＞ ＜平成13年４月～＞

７．３ ％

公定歩合 ＋ ４％
＝

２．０％
（公定歩合０．１％）５．４ ％ ３．３ ％

 （公定歩合０．５％）

 不動産・同族株式等の価額が、課税相続財産の価額の２/３程度の者の場合

未定稿

　相 続 税 の 延 納 利 子 税 の 軽 減　　　　　　　

〔平成１１年度改正〕

２．２％
（公定歩合０．５％）

２．１％
（公定歩合０．３５％）

２．０％
（公定歩合０．２５％）

＜平成13年５月～＞ ＜平成13年11月～＞

平成１１年度改正 平成１２年度改正

通常の割合 ×
特例による割合
(通常の割合を上限）









その年1月１日に
おける所有期間 ５ 年 以 内 ５ 年 超

　　公有地の確保
　　優良な宅地供給
　　優良建築物の建設　等

法　　　　人
(注２)

　　通常の法人税に加え10％の税率で課税
　　　(平成15．12．31までの間適用停止)

個　人　・　法　人
〔特別控除等〕

10　　　　　　年　　　　　　超

〔基本的な課税〕100万円控除後の譲渡益について次による分離課税
  　　一律２０％（住民税６％）
　　　（平成15．12．31までの時限措置）

〔特例措置〕
○優良住宅地の造成等のために譲渡した場合の軽減税率の特例
　4,000万円以下の部分・・・・15％（住民税５％）
　4,000万円超の部分・・・・・20％（住民税６％）

(公有地の確保、優良な宅地供給、優良建築物の建設等に資する譲渡については、これらの課税制度は適用されない。）

〔特例措置〕
○居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
　　6,000万円以下の部分‥・・10％（住民税４％）
　　6,000万円超の部分・・・・15％（住民税５％）
○相続等により取得した居住用財産の買換え等の特例
○特定の居住用財産の買換え等の特例

個　　　　人

次の①と②とのいずれか多い方の
税額による分離課税

①譲渡益×40％（住民税12％）
②総合課税による上積税額×110％
 
（注１）

　　　　　　　通常の法人税に加え５％の税率で課税
　　　　　　　(平成15．12．31までの間適用停止)

○収用等のために譲渡した場合の特別控除の特例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ５，０００万円
○特定の土地区画整理事業等のために譲渡した場合の特別控除の特例　　　　　　 　　　　 ２，０００万円
○特定住宅地造成事業等のために譲渡した場合の特別控除の特例　　　　　　　　　  　　　１，５００万円
○農地保有合理化等のために譲渡した場合の特別控除の特例　　　　　　　　　　　　 　　　　 ８００万円
○居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３，０００万円

○特定の事業用資産の買換え等の特例

土地譲渡益課税制度の概要

（注）１．上積税額とは、土地譲渡に係る所得と他の所得との合計額に通常の累進税率を適用して算出した税額から、他の所得のみに通常の累進税率を適用して算出した税額を
　　　　　控除して求められる差額をいう。
　　　２．個人の土地の譲渡が事業所得等に該当する場合には、法人に準じた制度がある。



個 人 の 土 地 譲 渡 益 課 税 の 変 遷

優 良 な 譲 渡 一 般 の 譲 渡
４千万円

平成元年～

３年度改正後

 

４千万円

７年度改正後

４千万円 ４千万円 ８千万円

８年度改正後

10年度改正後        ６千万円

11年度改正後

13年度改正後

 

26％

(所20% 住6%)

26％

(所20% 住6%)

26％

26％

26％

26％ 26％

(所20% 住6%)(所20% 住6%)

(所20% 住6%)

(所20% 住6%) (所20% 住6%)

32.5％

32.5％

32.5％

32.5％

(所25% 住7.5%)

(所25% 住7.5%)

(所25% 住7.5%)

(所25% 住7.5%)

39％

39％

39％

(所30% 住9%)

(所30% 住9%)

(所30% 住9%)

20％

20％

20％

(所15% 住5%)

(所15% 住5%)

(所15% 住5%)

平成10～12年までの
一般譲渡に係る時限措置

平成11～12年までの
一般譲渡に係る時限措置

平15.12.31まで延長
（一般・優良）

（注）優良な譲渡：優良住宅地
の造成等のための譲渡



取　得　費　・　譲　渡　費　用
　　　　　　　（８．５兆円）

特　別　控　除　等
　　（６．９兆円）

 一 般 適 用
 （２．８兆円）

譲　渡　益（１０．５兆円）

課　税　所　得
  （３．６兆円）

土地譲渡所得の課税状況（１１年分）ー譲渡価額１９．０兆円

(備考)主税局調べ
(参考)主たる所得が土地譲渡所得である者に係る申告納税額：６４００億円（平成11年分：国税）

軽 減 適 用
（０．８兆円）



法人の土地譲渡益に対する追加課税制度の変遷

超短期所有土地 短 期 所 有 土 地 長 期 所 有 土 地
（２年以下） （５年以下） （５年超）

平成元年～ ３０％ 追 加 課 税 ２０％ 追 加 課 税 な し

平成３年度改正後 ３０％ 分 離 課 税 １ ０％ 追 加 課 税

平成８年度改正後 １５％ 追 加 課 税 １０％ 追 加 課 税 ５ ％ 追 加 課 税

平成１０年度改正後 廃 止 適 用 停 止

平成１３年度改正後 平成１０年１月１日から平成１５年１２月３１日まで
の譲渡に係る時限措置

（注）優良住宅地の造成等のために譲渡した場合には、従前から追加課税の適用除外と
されている。



 軽 減 税 率 等
〔住宅対策関連〕

○ 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減

○ 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減

○ 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減

〔都市開発関連〕

○

○ 等

○

○ 等 等

〔不動産証券化関連〕

○ 等 等

○

〔産業再生関連〕

○ 勧告等によってする登記の税率の軽減 等 等

○ 会社更生法等に基づき行う登記の税率の軽減　　　　　　　 等 等

    主 な 登 録 免 許 税 の 特 例

本 則 税 率

1,000分の1.5

1,000分の50

免 　税

1,000分の１ 

1,000分の３ 

1,000分の６ 

1,000分の50

1,000分の50

1,000分の50

1,000分の35

1,000分の４ 

1,000分の25

1,000分の16

1,000分の16

1,000分の30

1,000分の251,000分の50

1,000分の50

1,000分の４ 

特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した
場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減

不動産特定共同事業者が取得する土地等の所有権の移転登記の
税率の軽減

民間都市開発推進機構が一時的に取得する土地の所有権の移転
登記の免税

沿道整備権利移転等促進計画等に基づき土地を取得した場合の
所有権の移転登記の税率の軽減

認定特定事業計画等に基づき施設等を取得した場合の所有権の
移転登記の税率の軽減

特定の民間都市開発事業等の用に供する土地を取得した場合の
所有権の移転登記等の税率の軽減

1,000分の50

1,000分の50

1,000分の50





地価公示価格指数(58年=100)の推移
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74

49

７０％　　    ×　　   １／３　　     ×　 　 ５０／１,０００　    　≒　　１.１７％
(注)　　(固定資産税評価額)　　(課税標準の特例)　  　(登録免許税の税率)

１％程度

100





○　登録免許税収の推移

（単位：億円）

平成 ２ 約 9,800

３ 〃 8,500

４ 〃 7,000

５ 〃 7,400

６ 〃 9,000

７ 〃 10,100

８ 〃 10,300

９ 〃 8,600

１０ 〃 8,400

１１ 〃 8,400

１２(補） 〃 7,600

１３(予) 〃 8,100

（注）平成11年度以前については実績推計、
12年度及び13年度は見込額である。

年　　度 税　　収



諸外国における土地売買に係る流通税負担（商業用地の場合のモデル試算）

262

1,293

2,588

303

1,513

3,025

400

2,000

4,000

350

1,750

3,500

60

300

600

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

１億円 ５億円 １０億円
取引価額（時価）

負
担
額

（
単
位
＝
万
円

）

日本

アメリカ（NY市の場合）

イギリス

ドイツ

フランス

（注１）日本は登録免許税、不動産取得税、印紙税の合計であり、他国は不動産の譲渡に係る税（国税・地方税合計）である。
（注２）フランスは、別途、19.6％の付加価値税が課税される。
（注３）１ドル＝119円、１ポンド＝173円、１マルク＝55円、１フラン＝16円で換算。



わが国税制の現状と課題―２１世紀に向けた国民の参加と選択―（抄） 

＜登録免許税関係＞ 

                            平成１２年７月１４日 

            税 制 調 査 会  

四 資産課税等 

７．登録免許税 

(1) 登録免許税の意義と仕組み 

 登録免許税は、国による登記、登録、免許などを課税対象に、登記などを受ける者に対して、不動産の価額などを課税標準として、登記

などの区分に応じた比較的低い税率で負担を求める税です。また、登録免許税は、基本的に、登記などによって生じる利益に着目するとと

もに、登記・登録などの背後にある財の売買その他の取引などを種々の形で評価し、その担税力に応じた課税を行うものです。 

 登録免許税を課税対象から見ると、不動産登記に対して課されるもの、商業登記に対するもの、人の資格や事業免許などに対するものな

どがあります。不動産登記に対する登録免許税は、不動産（土地、建物など）の所有権の保存・移転登記などに対して課されるものです。

不動産の価額（基本的に、固定資産税評価額を不動産の価額とします。）を課税標準とし、登記原因ごとに 1,000 分の６から1,000 分の50

までの税率を設定することにより、具体的税負担を決定する仕組みが採られています。また、商業登記に対する登録免許税は、会社の設立

登記や増資の登記などに課されるもので、商業登記により会社が営業上の利益を受けることに着目するとともに、それらの登記の背後に担

税力の存在を推認して課税するものです。例えば、株式会社の設立・増資などに係る登記であれば、資本金額を課税標準とする仕組みが採

られています。さらに、医師、弁護士などの人的資格の登録、著作権などの無体財産権の登録、銀行業などの事業の免許などに対しても登

録免許税が課されます。これらについては、登録などの件数に応じて一定額の負担を求めるという定額税率が設定されています。 

    (2) 登録免許税の現状と今後の課題 

①  現状 

 平成 12 年度予算における登録免許税の税収は約 8,000 億円となっており、厳しい財政状況の下で貴重な財源となっています。公的サ

ービスの提供に要する費用を広く公平に分かち合うためには、所得税、法人税、消費税といった限られた基幹税目のみならず、各種の税

を組み合わせることによって偏りのない税体系としていくことが必要であり、こうした観点から、登録免許税は、引き続き重要な役割を

果たしていくべきものと考えます。また、その仕組みが簡素で外形的に分かりやすく、登記制度に依拠しているため徴税コストが低いと

いう点にも、その意義が見出されます。 



   新 住 宅 ロ ー ン 減 税 制 度 の 概 要 

３５ ３５ ３５
２５ ２５ ２５

   （単位：万円）

５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０

37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
２５ ２５ ２５ ２５

   （単位：万円）

５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０

   （単位：万円）

２５ ２５ ２５ ２５ ２５ ２５

   （単位：万円）

年目

１～10年目

１．０％

（ローン残高） （　控　　　除　　　率）

～5,000万円

～5,000万円

（ローン残高）（控除率）

１～６年目 ７～11年目 12～15年目

８ ９

０．７５％ ０．５％

１ ２ ３ ４ １０ 年目

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ １３ １４ １５９ １０ １１ １２

１．０％～2,000万円

～3,000万円

１１～６年目
（ローン残高）（控除率）

０．５％

１．０％

２ ３ ４

年目３ ４

６ 年目５

５ ６ ７

（　控　　除　　率）（ローン残高）

～3,000万円  ０．５％ ０．５％

１．０％

～1,000万円  ２．０％ １．０％

～2,000万円  １．０％

５ ６ １～３年目 ４～６年目 １ ２

平成13年後期・平成14・15年居住分

平成 16 年居住分

平成11・12年・13年前期居住分

新住宅ローン減税制度

平成9・10年居住分





　　　　より、その年の所得税額がゼロとなる給与収入金額

夫婦子２人 夫婦子１人 夫婦のみ 独　　身

所得税額がゼロとな
る給与収入金額 ９３４．８万円 ８５８．７万円 ８１１．２万円 ７１６．２万円

（参考）
　　　課税最低限 ３８４．２万円 ２８３．３万円 ２２０．０万円 １１４．４万円

（注）夫婦子２人の場合、子のうち１人は特定扶養親族に該当するものとして計算している。

     　　　住宅ローン控除（年５０万円の所得税額控除）の適用に



１．特例の概要
　平成１５年１２月３１日までに、住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税については、1,500万円を限度に５分５乗によって贈与税
額を計算する。
　ただし、贈与を受けた年の翌年以降４年間は、これらの年に既に住宅取得資金等の５分の１相当額の贈与を受けているものとして贈与
税額が計算される。

２．適用対象者 ３．適用対象となる住宅用家屋又は増改築等
　父母又は祖父母から自己の居住の用に供する住宅の取得 (1)　住宅の取得(新築を含む｡) の場合
（新築を含む｡)、買換え(建替えを含む｡)又は増改築等のため ①　翌年３月１５日までに住宅の取得(新築を含む｡)をし、
の資金(住宅取得資金等)の贈与を受けた者で、次の要件を 　これをその者の居住の用に供すること又は遅滞なく供す
満たすもの 　ることが確実と見込まれること。
(1)　住宅の取得(新築を含む｡) の場合 ②　その他の要件

①　その贈与を受けた時において国内に住所を有すること。 　イ　新築住宅 ： 床面積５０㎡以上
②　過去にこの特例の適用を受けたことがないこと。 　ロ　中古住宅 ： 床面積５０㎡以上
③　その贈与を受けた年分の合計所得金額が１,２００万円 　　(ィ)　木造住宅…建築後２０年以内
　以下であること。 　　(ﾛ)　マンション等…建築後２５年以内
④　その贈与前５年以内において自己又は配偶者の所有 (2)　住宅の買換え(建替えを含む｡) の場合
　する住宅に居住したことがないこと。 ①　翌年３月１５日までに住宅の買換え(建替えを含む｡)を

(2)　住宅の買換え(建替えを含む｡) の場合 　し、これをその者の居住の用に供すること又は遅滞なく
①　上記(1)の①及び②と同じ。 　供することが確実と見込まれること。
②　その贈与を受けた年分(住宅の譲渡が翌年の場合には、 ②　上記(1)と同じ。
　当年分及び翌年分)の合計所得金額が１,２００万円以下で (3)　住宅の増改築等 の場合
　あること。 ①　翌年３月１５日までに住宅の増改築等をし、これをその
③　贈与前５年以内に居住していた自己又は配偶者の所 　者の居住の用に供すること又は遅滞なく供することが確実
　有する住宅を贈与を受けた年の翌年１２月３１日までに 　と見込まれること。
　譲渡又は滅失させたこと。 ②　その他の要件（次のイ又はロのいずれか）

(3)　住宅の増改築等 の場合 　イ　増改築等による床面積の増加 ： ５０㎡以上
上記(1)の①～③と同じ。 　ロ　増改築等に係る工事費用 ： １,０００万円以上

(注) 「増改築等」とは、増築、改築、大規模の修繕又は模様
  　替えをいう。

住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例 の概要



１,５００万円の贈与を受けた場合の例

(注) 適用対象 ： 「住宅の新築又は取得」、｢一定の増改築等｣、｢一定の買換え又は建替え｣

１１０万円 １１０万円

住宅取得資金等の贈与に対する特例 による贈与税額の計算（５分５乗）の図解

１１０万円基礎控除

　　〔 一般の贈与 〕　

１１０万円１１０万円

１１０万円

１１０万円

１１０万円

１１０万円

１１０万円

１９０万円

２年目

１９０万円

１９０万円

１９０万円

１９０万円

１９０万円

課
税
対
象

課
税
対
象

基
礎
控
除

１,３９０
　万円

住宅取得資金等
の   贈 与 年

１年目

贈
 

与
 

額

１,５００
 万円

〔 住宅取得資金等の贈与 〕

550 万円

１９０万円 １９０万円 １９０万円

３年目 ４年目 ５年目

950 万円

課税対象

基礎控除

（本 則） （特 例）





住宅に係る登録免許税の主な軽減措置の概要

税 率

登 記 の 種 類 対 象 住 宅

本則税率 軽減税率 （９～１４年度）

・住宅用家屋の所有権の ・個人の住宅の用に供される床面積５０㎡ ６ １．５

保存登記の税率の軽減 以上の家屋

１，０００ １，０００

・住宅用家屋の所有権の ５ ０ ３

移転登記の税率の軽減 ・個人の住宅の用に供される床面積５０㎡

以上の家屋 １，０００ １，０００

・住宅取得資金の貸付け ・中古住宅の場合は、築後２５年以内（木 ４ １

等に係る抵当権の設定 造は２０年以内）のもの

登記の税率の軽減 １，０００ １，０００



青 色 申 告 特 別 控 除 制 度 の 概 要

青色申告制度は、昭和２２年に採用された申告納税制度が適正に機能するよう、正確な記帳による正確な申
告を奨励するため、シャウプ勧告を受けて、昭和２５年に設けられたもの。

青色申告特別控除制度は、平成５年に、青色申告の一層の普及・奨励を図り、適正な記帳慣行を確立し申
告納税制度の実を上げるとともに事業経営の健全化を推進する観点から設けられ、次に掲げる者ごとに、そ
れぞれの特別控除が認められている。
１． 事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その所得に係る取引を正規の簿記の原則
に従い記録している者については、５５万円の特別控除

２． 事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その所得に係る取引を簡易な簿記の方法
により記録し、青色申告書に損益計算書に加えて貸借対照表を添付している者については、４５万円の特別
控除【平成５年分から平成１４年分までの経過措置】

３． 上記以外の青色申告者については、１０万円の特別控除
（注）みなし法人課税の特例制度は、平成４年の税制改正において、課税の適正・公平の推進の観点から、廃止されている。

（参考）

青 色 申 告 特 別 控 除

正規の簿記の原則に 簡易な簿記の方法に （左記以外の者）
従い記録している者 より記録している者

平成５年 ３５万円 ３５万円 １０万円

平成１０年 ４５万円 ４５万円 〃

平成１２年 ５５万円 〃 〃






